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　厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会（座長＝大森彌・東大名誉教授）はこ

のほど、2009年度の介護幸晒111改定の概要を提示した。各サービスの改定のポイントを紹

介する。

　「居宅介護支援・介護予防支援」では、病院などとの利用者に関する情報共有、認知症

高齢者や独居高齢者への支援、小規模多機能型居宅介護事業所との連携に対する加算など

力噺設される。

　また、介護i支援専門員（ケアマネジャー）1人当たりの担当件数が40件以上になった

場合、全件数に逓減制を適用する現行制度を改め、40件を超える部分のみを対象に、逓

減制を適用する仕組みに見直す。

　介護事業経営実態調査によると、介護i居宅支援の収支差率は05年にマイナス144％、

08年にマイナス170％と悪化。また、ケアマネジャー1人当たりの利用者数は08年
に平均269人となっており、標準担当件数の35人に近づけることについても、介護給

付費分科会で論点となっていた。

ケアマネジャーの担当件数が40件を超えた場合、

超過部分のみに逓減制b「適用される
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来（∬）、（皿）とも4引牛未満の部分は居宅介護支援費（1）を適用
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　特定事業所加算は、i現行で「500単位／月」だが、（1）「500単位／月」、（1）「3∞

単位／月」の2段階に分ける。厚臼省の調査では、現行の特定事業所加算が算定できない

理由として、「利用者のうち中重度者（要介護3－5）の割合が60％以上ではない」「常

勤専従の介護支援専門支援員を3人以上配置できない」ことを挙げる回答も多かったこと

を考慮し、算定要件力簑更される。

　　　　　　　　　　　　糞：建蕪欝
特定事業所加算（1）「500単位／月」
以下、（エ）一（io）の条件を満たしていることが必要

（1）主任介護支援専門員を配置している

（2）常勤かつ専従の介護支援専門員を3入以上配置している

㈲利用者についての情報や、サービス提供上の留意事項伝達などを目
的とした会議を定期的に開催する

（4）月間利用者の総数のうち、要介護3－5である者の割合が5割以上

（5）2姻寺間の連絡体制を設け、利用者の相談に対応する体制を確保して

いる

（6）介護支援専門員に対U計画的に研修を実施している

⑦地域包括支援センターから、支援が困難な事例を紹介された場合でも、

居宅介護支援を提供している
⑧地域包括支援センターなどが実施する事例棟二会などに参加している

（9）運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受げていない

血の介護支援専門員一人当たりの利用者の年均件数が4｛許以上でない

特定事業所加算佃）「ξoo単位／月」・

：特定事業所加算（工）の下職要件のうち1．1《3）く：（⇒い⑨、く切を満たし、党

閥離轡な晦都岡つ専鋤謙麟門員を瑚
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医療と介護の連携を強化するため、入院時や退院時に、利用者の年報を病院と共有した

場合の評価として、医療連携加算と退院・退所加算力噺設される。

　医療連携加算は「150単位／月」で、利用者1人につき1回を限度とする。利用者が

病院や診療所に入院する際、利用者に関する必要な1警報を提供することが算：定要件となっ

ている。

退院・退所加算は2段階に分かれており、（1）が「400単位／月」、（1）が「600

単位／月」に設定される。算定要件は、（1）が入院・入所期間が30日以下で、退院・

退所に当たって、病院の職員と面談を行い、利用者に関する必要な1悪報の提供を求めるこ

となどの連携を行った場合となっており、（1）は入院・入所期間が30日を超えて同様

の連携を行った場合に適用される。初回加算を算定する場合は、退院・退所加算は算定で

きない。

　ケアマネジメントを行う際、特に労力を要する認矢［症日常生活自立度が皿以上の認知症

高齢者、独居高齢者などに対する支援を行った場合の評価として、弓矢［症加算「150単

位／月」と独居高齢者加算「150単位／月」を新設する。

　居宅介護支援を受けていた利用者が、居宅サービスから小規模多機能型居宅介護に移行

する際に、居宅介護支援事業者が利用者についての必要な1青報を、小規模多機能型居宅介

護事業所に提供した場合などを評価する小規模多機能型居宅介護事業所連携加算「3∞

単位／月」（介護予防支援も同様）も新設する。

　また、ケアマネジメントで特に手間を要する初回（新規に居宅サービス計画を策定した

場合および要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合）について、初回加算を

月当たり50単位プラスして、「300単位／月」とする（介護予防支援も同様）。

　このほか、介護予防支援費を月当たり12単位プラスして、「412単位／月」とする。



◆訪問系サービス
■訪問介護i

　訪問介護では、短時間の訪問について加算を厚くする。身体介護（30分野満）ば現行

から23単位力けラスされて「254単位／回」となるほか、生活援助（30分以上1時
間未満）は21単位プラスの「229単位／回」・に改定される。

特定事業所加算は、訪問介護員などのキャリアアップ促進を念頭に、算定要件を見直す。

特定事業所加算は、（1）一（皿）の3つに分かれているが、（1）は「体制要件」「人材

要件」「重度要介護者等対応要件」のすべてに適合することが算定の条件。（工Dは「体制

要件」を満たし、「人材要件」の（1）または（2）に適合する必要がある＝表＝。（皿）

は「体制要件」とr重度要介護者等対応要件」の適合が条件となる。

　（1）では所定単位数の20％を加算し、（1）と（皿）はそれぞれ10％を加算する点

については、現行のまま。

　また、サービス提供責任者が、特に労力の大きい初回時と緊急時に対応した場合の加算：

を新設する。

　初回加算は「2∞単位／月」で、サービス提供責任者が、新規に訪問介護計画を作成

した利用者に、自ら訪問介護を行うか、他の訪問介護員に同行して訪問介護を行う場合に

加算される。

　緊急時訪問介護加算は「1∞単位／回」となっており、利用者やその家族などから緊

急要請を受け、サービス提供責任者配本アマネジャーと連携し、ケアマネジャーが必要と

認めて居宅サービス計画にない訪問介護（身障介護）を行った場合に加算される。

圏訪問看護

　訪問看護では、長時間訪問看護加算「3∞単位／回」力噺設される。算定要件は、特

別管理加算の対象者に対し、1回につき1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪

問看護の所定サービス費（1時間以上1時間30分未満）に加算する。

r体制要件」

（1）訪問介護員などのスタッフ全員に対し、個別の研修計画を作成し、

研修を実施する

（2）利用者についての情報やサービス上の留意事項の伝達、スタッフ

の技術指導を目的とした会議を定期的に開催する

（3）サービス提供責任者が、利用者に関する情報やサービス上の留意

事項を訪問介護員などに対し、文書などの確実な方法で伝えてから
サービスを開始し、終了後：には適宜報告を受けている

（4）訪問介護員などのスタッフ全員に対し、健康診断などを定期的に実

施している

（5）緊急時等における対応方法が利用者に明示されている

r人材要件』

（1＞訪問介護員などのうち介護福祉士が全体の訪％．以上か、介護福祉

士、介護職員基礎研修課程修了者、1級訪問介護員の合計が全体の

50％以上である
（カすべでのサービス提供責任者がヨ年以上の実務経験を有する介護

福祉士か、5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了

者または1級訪問介護員であること。ただし、居宅サービス基準上、■人

を超えるサービス提供青任者を配置しなければならない事業所は、2人

以上のサービス提供責任者が常勤であること

r重度要介護者等対応要件」

前年度または直近3か月の利用者のう歯面介護4－5と認知症日常生
活自立度皿以⊥の利用者が全体の23％以上であること
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　また、複数名訪問加算も新設される。2人の職員が同時に1人の利用者に訪問看護を行

った場合、30分末満の場合は「254単位／回」、30分以上では「402単位／回」が加
算される。加算は、複数の職員が訪問看護をすることについて、利用者やその家族などの

同意を得なければならない。

　算定要件は、（1）利用者の身体的理由により、1人の看護師による訪問看護が困難な場

合（2）暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為などが認められる場合（3）利用者の

状況から判断して、（1）または（2）に準ずると認められる場合一のいずれかに該当する

必要力搾る。

　訪問看護におけるターミナルケアでは、医療保険との整合性を図るなどの観点から、算

定要件の緩和と評価の見直しを行う。

　ターミナルケア加算は、現行から800単位プラスとなる「2000単位／死亡月」に改

定される。算定要件も変更され、▽死亡日からさかのぼって14日以内に2回以上ターミ

ナルケアを実施している▽主治医と連携し、利用者やその家族などにターミナルケアの計

画や支援体制を説明し、同意を得た上でケアを実施している一ことが必要となる。

■訪問リハビリテーション

　訪問リハビリテーション費は、これまで1日単位で算定していたのを、1回当たり「305

単位」に変更する。20分間のリハビリを行った場合、1回として算定する。

　また、介護老人保健施設（老健）で通所リハビリを受けている利用者が、通所できなく

なっても、通所リハビリ終了後1か月以内に限り、その施設の配置医師がリハビリ計画を

作成することで、スムーズに訪問リハビリに切り替えられるようにする。

　このほか、短期集中リハビリテーション実施加算の評価を見直す。退院・退所日または

認定日から起算して1か月以内の場合、「340単位／日」（週2回以上・1回40分以上）

と現行から10単位プラスされるほか、1回の時間も「20分以上」から「4（⊃分以上」

に変更となる。




